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東日本巨大地震の被災者の皆様へ

セントラル税理士法人　丹羽靖和

心より御見舞い申しあげます。

雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
宮
沢
　
賢
治



平成23年度税制改正（案）
～平成23年度税制改正（案）の中で、注目すべき項目をピックアップしました！～

所得税

　※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈について適用します。

●基礎控除額の見直し（案）

　　　　　　【現行】

5,000万円追＋1,000万円×法定相続人数
⇒

　　　　　　【改正案】

　3,000万円＋600万円×法定相続人数数

●死亡保険金に係る非課税措置の見直し（案）

⇒
　　　　　　【現行】

　　　500万円×法定相続人数

　　　　　　　【改正案】

500万円×次のいずれかに該当する法定相続人数

①　未成年
②　障害者
③　相続開始直前に被相続人と生計を一に
　していた者

●成年扶養控除の見直し　（案）

①合計所得金額400万円以下の納税者

②合計所得金額400万円超500万円未満

③合計所得金額500万円以上

⇒

⇒

⇒

※　②③の場合においても、一定の扶養親族については、引き続き控除の対象とすることができます。

　課税額 従来税率＆控除額

1,000万円以下 ×　10％　　　　

×　15％　－　50万円　　

×　20％　－　200万円　

×　40％　－　1,700万円

×　50％　－　4,700万円

×　30％　－　700万円　

【改正前】

●相続税率の見直し（案）

3,000万円以下

1億円以下

5,000万円以下

3億円以下

3億円超

【改正案】

×　40％　－　1,700万円

×　45％　－　2,700万円

×　50％　－　4,200万円

×　55％　－　7,200万円

　課税額 従来税率＆控除額

1,000万円以下 ×　10％　　　　

×　15％　－　50万円　　

×　20％　－　200万円　

×　30％　－　700万円　

3,000万円以下

1億円以下

5,000万円以下

2億円以下

3億円以下

6億円以下

6億円超

⇒

相続税

引き続き控除の対象

段階的に控除を縮減

控除を廃止

相続税の税率を次のように見直します。

　死亡保険金に係る相続税の非課税措置
について次の見直しを行います。

相続税の基礎控除について次の見直しを行います。

　23歳から69歳までの成年を一律に控除の対象としていた扶養控除について次の見直しを行
います。



●税率構造の見直し　（案）

※平成23年4月1日以後の相続又は遺贈について適用します。

110万円控除後の額 従来税率＆控除額

200万円以下

200万円超～300万円以下

300万円超～400万円以下

600万円超～1,000万円以下

400万円超～600万円以下

　　1,000万円超～

×　10％　　　　

×　15％　－　10万円　

×　20％　－　25万円　

×　40％　－　125万円

×　50％　－　225万円

×　30％　－　65万円　

110万円控除後の額 従来税率＆控除額

200万円以下

200万円超～400万円以下

400万円超～600万円以下

1,000万円超～1,500万円以下

600万円超～1,000万円以下

×　10％　　　　

×　15％　－　10万円　

×　20％　－　30万円　

×　40％　－　190万円

×　45％　－　265万円

×　30％　－　90万円　

1,500万円超～3,000万円以下

4,500万円超～

3,000万円超～4,500万円以下

●法人税率の見直し　（案）

×　50％　－　415万円

×　50％　－　640万円

110万円控除後の額 従来税率＆控除額

200万円以下

200万円超～300万円以下

300万円超～400万円以下

600万円超～1,000万円以下

400万円超～600万円以下

×　10％　　　　

×　15％　－　10万円　

×　20％　－　25万円　

×　40％　－　125万円

×　45％　－　175万円

×　30％　－　65万円　

1,000万円超～1,500万円以下

3,000万円超～

1,500万円超～3,000万円以下 ×　50％　－　250万円

×　50％　－　400万円

20歳以上の子・孫・ひ孫が受贈した場合 それ以外が受贈した場合

⇒ ⇒

【改正案】

【改正前】

普通法人

中小法人

※その他改正（案）については、別紙「平成23年度税制改正（案）のポイント」を御参照下さい

年800万円以下 年800万円以下

30％

30％

ー ー25.5％

25.5％22％（18％） 19％（15％）

【改正案】【現行】

（注１）【現行】欄カッコ内は、租税特別措置法により平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する
　　　事業年度において摘要されています。
（注２）【改正案】欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始
　　　する事業年度に摘要します。

贈与税

法人税

税率の引下げ 税率の引上げ

　贈与税の税率構造について、次の見
直しを行います。

　法人税の税率について、引下げを行います。



私の挑戦

This month's Theme

　冷たい冬も一段落。ようやく暖かくなってき
ました。暖かくなってくると今度は花粉の季節
本当に大変ですよね。
　子供の頃はこんなことなかったんですが、今
年は特に悩まされております。
　さてこの春の私の挑戦、ですが、確定申告時
期で疲労がピークになっています。身体を休ま
せることも重要ですが、やはり鈍った身体をも
う一度元気にすること、とりあえず冒頭の花粉
に負けない免疫力を高める意味で、筋トレとウ
ォーキングから始めようと思ってます。
　皆様の良い花粉対策、何かありましたら是非
教えてください。

　私が新たに挑戦したいと思っていることは月並
みなようですが、ECOです。
　今回の大震災を通して、電気・ガス・水道が普
通に使えること、そして豊富な物資があることが
どれだけありがたいことなのかを心から感じまし
た。
　これまでの生活でもなるべく無駄をださないよ
うに心がけてきましたが、新米主婦なので知識も
少なく、ずいぶん無駄も多かったのではないかと
思います。
　まだまだ食べられる野菜のカケラ、水道水の再
利用方法、電気・ガスの効率的な使用方法など普
段の生活の中でも勉強しないといけないことがた
くさんあります。
　そして微力ではありますが小さな努力の積み重
ねで、一人でもたくさんの方に物資や資源が行き
渡る事を願っています。

「私の挑戦」は、挑戦といいましてもおこがましい
のですが「捨てる、整理整頓」です。
　毎日マスコミで知らされている災害を見たり聞い
たりしていると、明日はわが身と思ってしまいます     
。一時「捨てる」というのがはやりましたが、身の
回りの整理整頓など大切なものの管理場所など明確
に分かるようにしなくては、特にいらない物、余分
な物などもう一度確認をして捨てたりかたづけたり
と常に身軽に行動できるようにと思っています。何
でもとっておく性分で、なかなかかたづかないのが
現状ですが、今こそその時だとつくづく感じます。
　まわりでは、物の買占めが、社会現象となりつつ
あるようで、仕方が無いと思うかもしれませんが、
そんな情報にも惑わされずに冷静に対処したいと思
います。
　抱え込むより捨てる方がずっと楽だと思います。

　この春、私が挑戦しようと思うのは、「普通の
生活を送る」ということです。先日起こった東北
地方太平洋沖地震以来、今までどおりのことをす
るにしても不謹慎であるとのムードがつきまとい
がちですが、敢えてそういうことはあまり気にせ
ず（決して無関心になるということではなく）、
普通の生活を送ることでこの地方にも立ち込めて
いる閉塞感のようなものをせめて個人レベルでも
吹き飛ばそうというものです。
　地震が起こってから普通に生活することが難し
くなっているこの国ですが、それでも不自由なく
暮らせることのありがたさを再確認するとともに
このようなことが挑戦と感じなくなるような日々
が戻ることを心から願います。

神谷
吉田（尚）

三宅
村瀬
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